






【各事業に共通する事項について】  

○ 介護労働者の定着を図るための措置を講じる際には、例えば常勤職員と短時間勤務職員などの  
労働者の属性に応じた対策を講じることが必要ではないか。  

○ 介護労働者のキャリアアップに資する基準や取組に対する評価等を検討する必要があるのでは  

ないか。  

類作成や事務 に係る負担が可能な限り軽減されるよう規制の見直しが必要ではないか。  

○ 介護労働者に対する適正な処遇の確保を可能とする介護報酬の水準について分析が必要では  

ないか。  

○ 事業所における介護労働者に係る人件費（※）配分の実態と人件費の決定要因、望ましい人件  

費配分の在り方や適正な人件費配分を促す仕組みについて、分析が必要ではないか。   

※ 外部委託、派遣等に係る責用を含む。  

○ 給与水準等の地域差を適切に反映させる仕組みを検討する必要があるのではないか。  

○ 事業所の労働条件、キャリアアップ、福利厚生、安全衛生管理等といった労働環境に関連する事  
項を事業所が情報開示することを検討する必要があるのではないか。   






